
青梅市成木八丁目１８１番２

戸建住宅地

農家、一般住宅が見
られる都道沿いの住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 150 50 30 戸建住宅地

-

｢調区｣(40,80)
土砂災害警戒区域

新型コロナウイルス感染拡大防止のための自粛の影響により、一
般経済は厳しい状況にある。地価は地域により多様な動きを見せ
ている。

主だった地域要因の変動はないが、コロナ禍の影響もあり、地価
は弱含みで推移した。

個別的要因の変動はない。

近隣地域は山間の市街化調整区域内の住宅地域で、戸建住宅等の自用目的での取引が中心である。アパート等の賃貸物件は
殆ど見られず、賃貸市場は未成熟で、投資目的の取引はほぼ無いため、収益還元法は非適用とした。比準価格は、周辺類似
地域の実証的な取引事例より求められたもので、規範性は高い。比準価格を標準とし、周辺公示地等との検討を踏まえ、上
記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

山間の川沿いに戸建住宅が見られる市街化調整区域内の住宅地域である。中心市街地や最寄り駅から遠いため、需要の弱い
地域であり、地価は弱含みで推移していくと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況
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[個別的要因]
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(3)最有効使用の判定
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(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格
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積算価格

27,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
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[令和 3年 1月]

令和 3年 6月 1日 正常価格

令和 3年 7月 2日令和 3年 7月 1日

4,620,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 27,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.2

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、西多摩地域の山間部の市街化調整区域を通る街道沿い及び街道背後の住宅地域である。主な需要者は、周辺
市町に地縁を有する居住者及び勤労者である。当該地域は自然災害の危険性もあり、生活利便性に劣ることから、需要は弱
い。新規転入者が少なく、住宅の供給も少ないことから、中心価格帯が形成されるとは言えないが、土地の取引は３００万
円～７００万円前後と予測される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

青梅（都） 15－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

青梅（都） －

基準地番号 提出先

15 東京都

所属分科会名

多摩第６分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　新都市不動産鑑定

黒木中


